
 

 

 

 

家庭訪問及び個別相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※秘密は厳守します。費用はかかりません。 

園 ･ 学校 個　人

家庭教育支援チームきらら

保 護 者

電話相談・来庁・訪問

（窓 口 は教 育 委 員 会 ）

家庭訪問・個別相談 傾聴 ・情報の提供 ・他機関の紹介

必要に応じて各課（担当者）につないだり、ケース会議を開いたりします。

＜福祉課＞ 

児童福祉担当 
要保護児童対策地域協議会 

＜住民課＞ 

保健師 

＜教育委員会＞ 

学校教育担当・家庭教育担当 

スクールソーシャルワーカー

【お申し込み・お問い合わせ先】 

教育委員会学校教育課　家庭教育支援チーム きらら　TEL 54-2019

園･学校または個人からの依頼を受けて、家庭訪問や個別相談を実施します。 

保護者の方のお話にしっかり耳を傾け、思いやニーズに寄り添います。 

必要に応じて専門家につないだり、情報提供し関係機関と連携したりします。

訪問型支援について

母子保健推進員・元教員・元保育士・主任児童委員等 地域の家庭教育支援員


